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欠席・遅刻・早退

〇欠席・遅刻の連絡は７：３０
～８：００にお願いします。
〇連絡が無い場合は、緊急連
絡先の電話や家庭訪問で確
認する場合があります。
〇早退の場合は、連絡帳にお
願いします。電話や来校の際
の伝言でも構いません。

筆箱の中身

〇２Ｂ鉛筆５本（学習の妨げにな
らないシンプルなもの）
〇消しゴム（模様なし 白いも
の） シャープペン禁止
〇赤青鉛筆（４年以上はボール
ペンも可）
〇定規（15cm程度 シンプル）
〇下敷き（キャラクターのないシ
ンプルなもの）

学校徴収金

学校徴収金（教材費・学年費等）
は、口座引落しです。
〇年間の集金計画は、4月の懇談
会で、学年ごとにお知らせします。
〇110円の振込手数料が発生し
ます。（引落しできない場合も、か
かります。）
〇引き落としができなかった場合
は、学校へ持参していただきます。
〇引き落とし日：原則毎月４日

登・下校時間

登校 7:４５～8:00
〇安全のため、早く登校しすぎ
ないよう、ご協力ください。
下校 ５校時 15:00

６校時 15:45
〇短縮や特別時程の場合は、
学年のお便りや学習カレン
ダーでご確認ください。

毎日の持ち物

〇ランドセル
〇時間割の学習用具
〇筆記用具
〇ハンカチ・ティッシュ
※毎週水曜は、つめはちチェック
〇水筒（水かお茶）
●学校に必要ないものは、持っ
てこない。（お金・スマホなど）

校外での約束

〇帰宅時刻 4～10月 17:00
11～ ３月 16:00

〇子どもだけで学区外へ行かない。
〇大人がいない家で、遊ばない。
〇自転車運転範囲と期間
・（低）家の周り （中・高）学区内
・交通安全教室後～雪が降るまで
〇自転車運転時は、ヘルメット着用。

家庭学習

〇毎日、宿題が出ます。
〇学習時間は、【学年×１０+
１０】分を目安としています。
〇学年に応じて、自主学習を
実施します。
〇低・中・高学年ごとに「家庭
学習の手引き」が配付されま
す。３つの約束や学習例など、
ご活用ください。

保健室より

〇規則正しい生活習慣へ
のご協力をお願いします。
【早寝・早起き・朝ご飯】
〇咳が出るときなどは、マ
スクを着用させてください。
〇緊急時は、保護者への
連絡前に119番すること
があります。

確かな学力

〇授業は、「めあての確認」⇒「学び合い
活動」⇒「振り返り」の原則とした学習過
程を、学年の実態に応じて取り組みます。
〇「頭のパワーアップタイム」を活用し、ど
の子にも基礎・基本を身につけさせます。
〇タブレットを効果的に活用します。
〇ご家庭でもお子様のノートやプリント・
テストに目を通し、一緒に考えるなどご協
力いただけると助かります。

読書の推進

読書の習慣化が、毎年
課題に挙げられます。
〇朝の読書タイム拡大
〇夏休みの読書貯金
〇月目標冊数
低学年・・１５冊以上
中学年・・ ５冊
高学年・・ ３冊

〇読み聞かせの実施

日課表

メディアの利用

〇小学生は、20:00まで。
「塩川ルール」で塩川町
の児童全員のきまりです。
〇メディアセレクト週間を、
実施。（6,11,２月）
〇家庭でのルールづくり。
〇外部講師による講座
（高学年）と学級活動
（低・中学年）での指導。

登校・朝活動 頭の
パワーアップ

朝の会 1校時 ２校時 中休み ３校時 ４校時 給 食 昼休み 清 掃 5校時 ６校時 帰りの会 下校

けがをして
病院にかかったら
〇登校から下校まで（学校管理
下）のけがは、「日本スポーツ振
興センター」の対象になります。
担任または養護教諭へご連絡く
ださい。
〇上記以外（学校管理下外）等
の補償は「福島県ＰＴＡ安全互
助会」が適用となります。直接ご
連絡ください。 (0120-693-261)

※ PTAの学校番号【2408】

ＰＴＡ活動
保護者と教職員が協力し、本校
教育の振興・会員相互の研修・
児童の健全育成を図ります。
【本部役員】
会長、副会長、監事、幹事、委員
【専門委員会】
文教厚生委員会、栽培委員会
土曜教室委員会、地区委員会
【学年委員会】
〇会費は、1世帯3,000円（年）
です。

教育・子育て相談

〇 お子さんに関することについ
てのお悩みは、学校にいつでも
お気軽にご相談ください。
〇 担任だけでなく、管理職、生
徒指導主事、スクールカウンセ
ラー、スクールソーシャルワー
カー等にも相談できます。気軽
にお声かけください。
〇「児童虐待」は、法律に則り、
疑いがあれば通告します。

緊急連絡
基本的に「安心安全
メール」で配信します。

引き渡し
次の場合、子どもの
安全確保のため、保
護者受け渡しを原則
とします。
【例】地震等災害時、
天候不良、事件や不
審者事案、熊等出没

～8:10  8:10～ 8:25～ 8:35～ 9:25～ 10:10～ 10:30～ 11:20～12:10～13:00～ 13:40～ 14:00～ 14:55～ 15:40～ 15:45 （金）は、5校時が
13:40～.以降20
分繰り上がります。
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